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避難情報発令のための態勢整備等

平成２４年２月２２日
内閣府 防災担当

1.わかりやすい防災・災害情報
Ⅰ．わかりやすい防災・災害情報

2.避難情報発令のための態勢整備
Ⅰ．住民、地域の災害対応能力の向上
Ⅱ．組織の強化による災害対応能力の向上
Ⅲ．災害対応職員の災害対応能力の向上

資料1
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専門調査会検討について

①災害対策基本法上の「避難」の考え方

・垂直避難・屋内避難の位置付け

・避難所避難の考え方（立退き避難）

・避難準備情報、自主避難の位置付け

・避難勧告と指示の違い（第60条）、警戒区域の設定（第63条）

②避難勧告等の発令と避難所設置の関係性

③避難勧告等の発令基準

・災害別・規模別の具体的な発令基準の検討（大雨、津波）

・ハザードマップの作成

①ハザードに対応した適切な避難場所

・災害別･規模別の適切な避難場所の設定（大雨、津波）

・求められる機能の整理

②避難所をめぐる課題への対応

・民間施設の活用

・災害時要援護者対策

・住民、地域の災害対応能力の向上
・組織の強化による災害対応能力の向上
・災害対応職員の災害対応能力の向上

①わかりやすい防災・災害情報

・市町村・住民にとって避難に有効なわかりやすい
防災・災害情報

②防災・災害情報の伝達手段

・多様な伝達手段の活用

・効率的な情報共有

・災害時要援護者対策

（４） 防災・災害情報

（２） 避難所

（３） 避難情報発令のための態勢整備

（１） 避難の考え方の明確化

第３回

第４回

第５回

今回
第７回 第６回
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１．わかりやすい防災・災害情報
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Ⅰ．わかりやすい防災・災害情報

住民は、市町村が避難勧告等を発令しても、自らは危険でな
いと判断し、安全確保行動をとらないことがある。

論点

住民が安全確保行動を判断するために、直接、身近
な情報（危険が迫っているかどうか）をどのように把握
したらよいか？
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※「河川・避難情報データ放送について、NHK編成局（平成20年2月29日）」より抜粋

【データ放送による相対的に災害発生リスクが高い観測情報等の提供】

NHK岐阜による情報提供 NHK京都による情報提供

住民への身近な情報提供に努めている事例①



6引用：横浜市HPより（http://mizubousaiyokohama.jp/suii_area.cgi）

①河川水位、地震、
津波、気象警報・注
意報、緊急なお知
らせが送られてくる。

（普段から活用でき
るように天気予報も
常時配信）

横浜市では、ホームページや携帯電話を活
用して、住民に対し河川の防災情報を提供し
ている。

登録式の防災メールサービスにより注意を
促し、ホームページを通して、相対的に災害発
生リスクが高い観測点における、実際の映像
やリアルタイムな水位の図や残り天端までの
高さを提供している。

身近な河川
を選択

〇河川水位を映像情報と一緒に確認できる

・防災メール

住民への身近な情報提供に努めている事例②

ホームペー
ジへ誘導



L=20～30km

R=1～2km

ハザード、暴露、ぜい弱性は関心の範囲が異なる

Hazard, Exposure, and Vulnerability

：

ハザード（Hazard）：
20～30kmメッシュ、
市町村の精度

暴露（Exposure）：

自分に見える範囲、
1～2kmの範囲

ぜい弱性
（Vulnerability）：自
分に関係するもの：

自分の身体、自分
の家など

第４回参考資料 林座長提供資料 より抜粋
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アンダーパスでの注意喚起

引用：積水樹脂株式会社、製品カタログより抜粋
（http://www.sjc.gr.jp/catalog/top.php?co=menu_1-2.html）

大雨時の通行車両
の安全性確保のた
め、アンダーパス
内の冠水状況を自
動的（センサー）に
検出し、水位に応
じた冠水情報を表
示。

気象情報の自動発信

大雨による河川の急激
な増水に注意を促すた
め、日本気象協会から
の災害情報により自動
で警報・注意報を表示。

引用：ジオ・システムズ株式会社HPより抜粋
（http://www.geo-syst.com/）

運転者への情報提供（三陸国道事務所）

引用：「道路管理者における津波被害軽減対策検討マニュアル(案）、国土技術政策総合研究所資料、平成22年2月」より抜粋

三陸国道事務所では「津波警報・注
意報等の情報提供」、「津波浸水区
域への交通流入の制御」、「通行規
制・迂回路情報・被災状況などの周
知」を目的とし、道路情報板を設置。

情報板の表示例

災害情報の伝達に大型掲示板を活用した事例

具体例① 「可変情報表示」による災害情報の提供



具体例② 「あだちシティビジョン／北千住駅」
平成23年3月11日東日本大震災時、北千住駅に集まった帰宅困難者に対して、避
難先情報、電車の運行状況、NHKニュース等を放映

表示機の運営は、㈱インターコネクトに委託しているが、緊急の際には表示機の制
御を運営会社から区役所に移すことができる。
また毎月、緊急時の情報送出訓練を行っていた。

災害情報の伝達に大型掲示板を活用した事例
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災害情報の伝達に大型掲示板を活用した事例

河川情報表示板は、河川沿いに設置されることが多いが、京浜河川事務所では、人がたくさん集まる場
所（JR川崎駅、JR平塚駅前、JR八王子駅前、二ヶ領せせらぎ館の4か所）に河川情報版を設置している。

洪水時は、降雨・水位情報、河川情報、避難情報、河川・ダムの出水状況・気象情報などが表示される。
地震や道路災害、その他災害発生時では、河川管理者、道路管理者、地方自治体などからの情報が表
示される。
平常時には、ニュースや天気予報、防災啓発、自治体の広報等、生活に役立つ情報を発信している。

JR川崎駅前の河川情報表
示板では、川崎市が土地を
提供し、国が設置・維持管
理費用を負担

具体例③ 京浜河川事務所「まち中の河川情報表示板」
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２．避難情報発令のための態勢整備



災害対応能力の向上が必要

避難情報の出し手

・行政

・組織

・職員

避難情報の受け手

・住民

・地域

等

・災害時要援護者の支援者

・地域、学校のリーダー

・企業、ＮＰＯのリーダー 等

住民・地域の支援者

報告Ⅲ 報告Ⅱ 報告Ⅰ
12

避難情報の出し手と受け手の共通認識等が必要



Ⅰ．住民、地域の災害対応能力の向上

住民、地域の災害対応能力を向上させるためには、学校と
地域コミュニティとが連携した「防災教育の実施」が有効

■岩手県釜石市釜石東中学校の例

東日本大震災で津波の被害を受けた釜石東中学校
では、日ごろから防災教育の取組を行ってきた。

3月11日、激しい揺れに襲われたあと、生徒たちはあ

らかじめ決めておいた避難先に訓練どおり迅速に避難
した。途中、隣接する鵜住居（うのすまい）小学校の児
童や、近所のお年寄りの手を引き、避難先へと急いだ。

しかし避難先は学校との高低差があまりなかったため、
より高い場所へと避難する。そこからは津波が押し寄せ
てくる様子が見えた。生徒たちはさらに高い場所へと避
難し、3月11日に登校していた生徒全員が無事だった。

⼩学⽣や近所の⼈と⼀緒に避難する釜⽯東中学校の⽣
徒たち。訓練どおりに落ち着いて避難している

津波が押し寄せるなか、第2避難先からさらに⾼台へと避難
する様⼦
写真提供：釜⽯東中学校 齋藤真教諭

釜⽯東中学校が全校防災教育で⽬指すもの
１．⾃分の命は⾃分で守る
２．助けられる⼈から助ける⼈へ
３．防災⽂化の継承
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２．地域コミュニティとの協働による「学校防災機能」の強化
（文部科学省による取組）

地域の特徴や現状等を踏まえた実践的防災教育の実施

資料提供：文部科学省
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３．防災教育チャレンジプラン
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４．過去の大災害の教訓を利用した防災教育
（内閣府における取組）

普及啓発用小冊子を活用した学校教育

「災害教訓の継承に関する専門調査会」作成の
『災害史に学ぶ』 （海溝型地震・津波編、内陸直

下型地震編、火山編、風水害・火災編の４編）を
関係機関に配布 ※平成23年

５～６年生を対象に自分で
災害について調べさせる。

小学校の図書館

安全指導の時間

災害への
関心喚起

★取組みを1年間継続させ、
身につく防災教育を実現

普及啓発用小冊子「災害史に学ぶ」

（冊子の活用事例）
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４．大学と地域コミュニティとの協働による地域防災力の向上

大学を地域の拠点とした減災体制づくり

出典：工学院大学建築学科村上准教授資料



18出典：工学院大学建築学科村上准教授資料
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５．学校と地域が連携した防災教育

小学校が周辺地域、市町村防災担当課と協同で防災訓練等を実施

災害から自分の命を守り、身近な人を助ける自助・共助が重要であることを、すべての
県民に理解させるとともに、日ごろの訓練・教育の積み重ねにより災害を減ずる技術を
習得させ、災害発生時に適切な判断の下、全員がスムーズに、かつ安全に避難活動
できる体制を構築する。

目的

特徴 学校と地域住民・行政が災害発生時にスムーズな連携の下に活動できる体制づくりの
ため、小学生や地域住民等が実施・参加する防災教育の推進。

千葉県教育委員会では、「学校と地域の防災教育モデル事業」として、学校と家庭・地
域住民・市町村関係部局・消防の連携による、小学生や地域住民等への、より身近で
具体的な防災教育（講習を含む）、防災訓練を実施。

概要

活動の効果

○地域住民等に最先端の防災について学ぶ機会を提供
○防災教育の成果を地域住民に知ってもらう場の提供
○避難所運営訓練は、自主防災組織の中心となる地域の自治会

や町会が中心。学校を会場に、児童・教職員も参加することで、
災害発生時の学校と地域の連携の問題点を探り、改善に生か
すことができる。

写真：千葉県教育委員会ホームページより
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資料提供：文部科学省
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資料提供：文部科学省
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（参考資料）

資料提供：文部科学省
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Ⅱ． 地方公共団体の組織の強化による災害対応能力の向上

地方公共団体の災害対応能力を向上させるためには、災害
対応職員の能力の向上とともに、組織としての災害対応能力
の強化が重要。

（１）被災経験を教訓に組織の災害対応能力を強化

（２）ホットラインにより国等の機関からのサポートによる組織の
災害対応能力の強化
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（１） 被災経験を教訓に組織体制を強化した事例①

○ 災害対策本部機能の強化
⇒ 本庁（本部）と支所10カ所（現地対策本部（地域防災センター））の設置

避難判断について本庁に判断を仰ぐいとまがない場合、現場の判断で
発令を可能に

⇒ 危機管理防災本部の新設（平成19年）
⇒ 災害時、防災研修等修了者を支所（地域防災センター）へ応援派遣

長岡市

○ 防災体制の構築
⇒ 防災対策室の設置、対策本部内への市民班、福祉班等の設置による

役割分担を明確化
⇒ 現地対策本部の設置(副市長)による地域の特性に応じた迅速な現場判断

三条市

事例‐１ 平成１６年７月新潟・福島豪雨を教訓とした平成２３年7月新潟・福島豪雨の対応
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（１） 被災経験を教訓に組織体制を強化した事例②

事例‐２ 防府市 豪雨災害を踏まえた災害対策本部の見直し

引用：「防府市豪雨災害検証報告書、平成22年12月、防府市豪雨災害検証委員会、p.54」より



事例‐１ 北陸地方整備局管内80mm／ｈ通報ルール

（２） ホットラインの活用事例①

事務所長から市町
村長へホットライン
で情報提供
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事例‐２ 庄内川河川事務所からの情報提供（名古屋市）

出典：「台風15号 鬼怒川・小貝川出水速報」国土交通省 関東地方整備局 下館河川事務所
（http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/hijou/110921/26_17sokuhou.pdf）

事例‐３ 下館河川事務所からの情報提供（鬼怒川沿川市町村）

・河川事務所から、朝10時頃（避難勧告の約2時間前）に「これはまずい」と情報が入った。
・避難勧告直後の12時過ぎぐらいに河川事務所から庄内河川の越水情報が入ってきた。
・その後、12時30分頃に避難指示の根拠となる「水分橋」の状況が河川事務所から入ってきた。

H23年台風第15号では下記のような事例がある。

（２） ホットラインの活用事例②

（H23内閣府ヒヤリング調査より）
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気象台の自治体支援

・災害時気象支援資料の提供
・避難勧告等の判断・伝達マニュアル

の改善支援
・検証委員会等への参画
・防災気象情報の改善等

・台風説明会
・災害警戒本部等への

職員派遣と解説

・避難勧告等の判断・伝達マニュアル

策定支援

・防災会議、地域防災計画への参画

・防災講演会、人材育成研修への協力

・自治体防災訓練への企画段階から

の参画、助言

・過去の災害時の気象データの提供

・防災気象情報利活用に関する啓発

・防災情報提供システムの利用促進

・自治体（首長、防災担当者）との懇談

・防災気象情報の発表
・防災情報提供システムによる情報提供

都道府県

連携
気象台

市町村

各地の気象台では、都道府県と連携しながら、
市町村の避難勧告等の防災対応の判断を支援していきます。

ホットラインの電話番号、防災情報提供システムの
URL、ID・パスワード等は地元気象台にお問い合
わせください。

大規模災害時
平常時

災害後
大雨時

市町村用ページ、
土砂災害警戒判定メッシュ情報、規格化版流域雨量指数、

出典：平成２３年１２月消防庁主催「都道府県防災主管課長会議」の気象庁資料

・ホットラインによる最新の気象解説
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気象台のホットラインによる避難勧告等の判断支援

市町村 気象台

各地の気象台では、地域の災害特性、気象特性等を踏まえつつ、
最新の気象状況や気象の見通しなどをホットラインにより解説する
ことで、市町村の避難勧告等の判断を支援します。

Ａ市Ｂ地区か、土砂災害
の危険性が高いなぁ・・・

○○山地の地形効果
によりＡ市の雨はさら
に強まりそうだなぁ・・・

Ｂ地区の土壌雨量指数
は一段と高くなるなぁ・・・

1994年以来16年ぶりの大雨となっています。

Ａ市の非常に激しい雨はこの先３時間程度
続く見込みで、Ｂ地区では土砂災害の危険
度がさらに高まります。

また、Ｂ地区では河川が増水している可能性
があります。最大級の警戒を！

下層風の収束が見られ
る。Ａ市付近の雨雲は停
滞するぞ・・

Ｂ地区のＣ川の流
域雨量指数もさら
に高くなるぞ・・

1994年以来の
16年ぶりの大雨だ

ホットライン！

防災情報提供システム 防災情報提供システム

・今回は基準ぎりぎりの発表なのか？
・これまでに無いような状況なのか？
・さらに発達するのか？
・まだまだ続くのか？
など、遠慮なくお尋ねください。

気象台の危機感を
直接お伝えします！

Ａ市防災課です。
20分ほど前から雨が激しく

なってきました。Ｂ地区に避難
勧告を検討していますが、今
後の雨の見通しは？

各地の気象台で実施しています。気象台から連絡する場合もあります。
（平成23年7月新潟・福島豪雨、平成23年の台風第12号、第15号等に際しても各気象台で実施）

出典：平成２２年５月消防庁主催「防災・危機管理担当部局長等意見交換会」の気象庁資料に加筆 29



気象台による大規模災害時の自治体支援

県庁等で台風説明会を実施
ＴＶ会議システム等で市町村等にも共有

各地の気象台では、台風の影響があると予想さ
れる場合に、都道府県庁等で台風説明会を開催
します。
一部の都道府県では、TV会議システムや電話会
議システム等で、市町村等にも共有しています。

災害対策本部等への
職員派遣と解説

各地の気象台では、台風、地震等による大規模
な災害が発生した場合に（予想される場合も含
む）、都道府県又は市町村の災害警戒本部・災
害対策本部へ職員を派遣して状況の解説等を
行っています。

平成２３年の台風第１２号、第１５号等に際しても各気象
台で実施しました

平成２３年の霧島山（新燃岳）噴火、東日本大震災、台
風第１２号等に際しても、地方公共団体の災害対策本
部等へ気象台職員を派遣しました

佐賀地方気象台による台風説明会の状況 愛知県災害対策本部の状況

出典：平成２２年５月消防庁主催「防災・危機管理担当部局長等意見交換会」の気象庁資料に加筆 30
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１ 災害対応能力の向上に係るこれまでの取組

２ 避難情報発令フロー（災害対応能力の向上を目指す領域）

３ 平成23年度内閣府防災担当の取組

５ 国として災害対応能力向上を図るための取組の方向

報告項目

４ 「防災に関する人材の育成・活用専門調査会」（平成14年度）
の提言以降の課題

Ⅲ. 災害対応職員の災害対応能力の向上
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平成14年度 防災に関する人材の育成・活用専門調査会

<具体的施策の柱>

①防災担当職員の人材育成・活用

②地域の防災リーダーやボランティア組織等のリーダーの人材育成
③学校教育
④研究機関・高等教育機関 <H15年以降の主な取り組み>

•国家公務員防災担当職員合同研修の実施
•人と防災未来センターにおける地方公共団体等の防災

担当職員を対象とする災害対策専門研修の充実
•消防大学校、消防学校、都道府県等における地方公共

団体の防災担当職員を対象とする研修の充実
•防災に関する標準テキストの作成
•地域の防災リーダーや地方公共団体の防災担当職員等

を対象としたｅ－ラーニング教材の作成

平成21年度 大雨災害における避難のあり方検討会

避難勧告等の発令態勢について

①災害対応組織の標準化
②訓練・研修等のあり方

１ 災害対応能力の向上に係るこれまでの取組（概要）①
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【出典】人と防災未来センター 特定研究プロジェクト 「アメリカ連邦危機管理庁（FEMA）の災害現場での応急対応に関する研究」

中間報告会資料より引用

災害対応能力向上の研修例
自治体職員向け研修

実施機関 研修名 目的 対象者 講師 研修内容 実施時期 費用（円） 備考

災害対策専門研
修（マネージメン
トコース）

大規模災害発生時には、各分野の災害対
応を同時に展開する必要があります。そうし
た状況を全体的にとらえて、対処能力の向
上をめざす。

地方公共団体にお
ける防災・危機管
理担当部局の職
員

センター研
究員・上級
研究員、行
政職員、大
学教員など

４コースのステップアップ型研修
（アドバンスト、エキスパート（Ａ／Ｂ)、ベーシック）
＊研修内容はコースにより異なる
（1）ハザードに関する基礎知識
（2）行政の災害対応
（3）関係機関との連携
（4）応急対応・復旧・復興

4日間（アド
バンストは
２日）

エキスパート
は年2回開講、
ベーシック、ア
ドバンストは年
1回開講

トップフォーラム
自然災害を中心とした危機管理のあり方を
学ぶ

首長
センター研
究員

(1)災害時の首長の役割
(2)目標管理型の災害対策本部運営（演習）
（3）記者会見

1日間 年４回開講

特設コース
災害対応の課題等について、深く掘り下げ
て考え、対処する能力を身につける。

地方公共団体にお
ける防災・危機管
理担当部局の職
員

センター研
究員

図上演習:仮想地域における直下型地震のシナリオなど
を 用いた演習を実施します。

２日間 年１回開講

防災と危機管理
～減災と災害対
応力の向上～

自治体における災害対応力、危機対応力を
養成する。

市町村職員職員
～課長補佐級

(1)地震や風水害等に備えた地域防災力の強化
(2)災害発生時の効果的な情報伝達
(3)住民・ＮＰＯ・事業者と行政の協働
(4)災害図上訓練等に関する講義、演習等

全8日間
（研修日6
日間）

31600 年2回開講

防災特別セミ
ナー

＊消防科学総合センターとの共催

市町村長危機管
理ラボ

市町村長が災害発生時にリーダーとしてよ
り適切な災害対応を行えるよう判断の柱と
なる情報を提供。

市町村長

(1)災害対応必須ノウハウ災害発生時の行動／マスコミ
対応
(2)講話
(3)図上訓練

1日～3日
平成20年度は
20府県におい
て開催

市町村職員防災
基本研修

防災担当の市町村職員に対して災害対応
業務に必要な最低限の知識やスキルを提
供。

市町村職員（防災
担当）

センター研
究員、被災
市町村職
員、防災専
門コンサル
タント

(1)災害対応の基礎知識
　災害対策本部の設置・運営／避難対策
(2)消防庁「防災・危機管理e-カレッジ」の活用方法習得
(3)グループ討論
(4消防防災GISの解説と操作説明

1日コース・
2日コース

平成20年度は
14府県におい
て開催

市町村防災力強
化出前研修

市町村の持つ実践的な災害対応力を強化
するため、各種演習を実施。

市町村職員

センター研
究員、防災
専門コンサ
ルタン

以下から1つ選び、演習形式
(1)災害対策本部設置・運営演習
(2)緊急記者会見演習
(3)防災マップ作成演習(消防防災GISを活用)
(4)災害時ホームページ作成演習
(5)災害時広報紙作成演習
(6)避難所運営演習
(7)停電時の通信機能確認演習

1日(3時間
～5時間程
度)

図上訓練体験研
修

市町村の持つ実践的な災害対応力を強化
するため、市町村職員等に対して図上訓練
手法を提供。

市町村職員（防災
担当）

図上訓練指
導員、セン
ター研究員

(1)状況予測型図上訓練の解説と模擬体験演習
(2)災害図上訓練DIGの解説と模擬体験演習
(3)図上シミュレーション訓練の解説と模擬体験演習
(4)消防防災GISを活用した災害対応の高度化

2日
平成20年度は
11府県で開催

.防災啓発研修

風水害、震災、火災等に関する知識及び災
害の実態、教訓、対策等並びに国民保護等
に関する知識について、都道府県の実情及
び研修対象者等を勘案して選定した研修
テーマ

(1)都道府県職員
(2)市町村職員
(3)消防本部等の
職員
(4)一般住民

学識経験
者、中央官
庁及び地方
公共団体の
職員等

風水害、震災、火災等に関する知識及び災害の実態、
教訓、対策等並びに国民保護等に関する知識につい
て、総務省消防庁と協議して選定したテーマ

1日～2日
平成20年度は
20都府県で開
催

防災ｅ-ラーニン
グ

インターネットを通じ、災害の基礎知識、い
ざという時役立つ知識、災害応急対策等防
災知識・スキルを提供。

(1)市町村職員
(2)消防団員
(3)消防職員
(4)都道府県職員
(5)一般住民

１８の学習コース（６つの学習パッケージ）

京都大学
防災研究
所巨大災
害

地域防災計画実
務者セミナー

自治体の防災担当職員の皆様に都市防
災・地域防災についての理解を深める一助
とする

都道府県・政令
市・公益事業者の
職員（防災担当）

主として京
都大学教員

（１）平成20年度：組織の業務継続
（２）平成21年度：風水害からの被害のあり方

3日間
無料（資料
代4000円）

平成22年10月
18日～10月20
日）

総務省消
防庁、(財)
消防科学
総合セン
ター　市町
村防災研
修事業

市町村ア
カデミー

人と防災
未来セン

ター
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平成22年度
災害対応職員の災害対応能力向上
に関する調査業務 災害時の避難に関する

専門調査会

検討課題

避難情報発令のための態勢整備

～災害対応職員の

災害対応能力の向上～

<今後取り組むべき事項>

①防災意識、災害対応能力向上のための取

り組みの推進

②訓練・研修を実施するための総合的な支
援体制の確立

③防災面での総合的な教育・訓練システム
の確保

平成23年度

研修・訓練パッケージの開発（実施中）
カリキュラム・テキスト・訓練プログラム

地方公共団体における災害対応職員
を対象とする災害対応能力向上に向
けた具体的方策の検討業務

具体的施策の方向性
の検討

１ 災害対応能力の向上に係るこれまでの取組（概要）②
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○ 防災担当職員等への災害対応能力向上のための研修・訓練は十分行わ
れているか。

⇒ 防災担当者向けの研修等を実施していない地方公共団体は全体の約４割※

⇒ 幹部向けの研修等を実施している地方公共団体は全体の約5割※

○ 十分でないとしたら、その原因は何か。
⇒ 研修企画・実施の体制が十分でない（約8割）※
⇒ 教育するための知見・ノウハウがない（約5割）※

○ 行われていない原因を解消するためにはどうすればよいか。
⇒ 研修・訓練の企画・運営のための標準的な手引きがほしい（約7割）※
⇒ 基本的な訓練パッケージやモデルを提供してほしい（約6割）※

○ 国としての中・長期的に講ずべき課題は何か。

論点

※参考資料（平成22年度災害対応職員の災害対応能力向上に関する調査結果）参照



大雨注意報
洪水注意報

大雨警報
洪水警報

気 象

はん濫注意情報
（洪水注意報）

河 川

判断

首長職員

非常体制

災害対策本部設置

市 町 村

避難準備情報の準備

避難勧告・指示の決定

水防警報（待機） 警戒体制

水防警報（準備）

水防警報（出動）

水防団待機水位
（通報水位）

はん濫注意水位
（警戒水位）

避難判断水位
（特別警戒水位）

はん濫危険水位
（危険水位）

降雨状況

降雨量

はん濫警戒情報
（洪水警報）

はん濫危険情報
（洪水警報）

はん濫発生情報
（洪水警報）

洪水予報河川の水位 水防警報

状 況 対 応

・参集
・気象情報、被害情報の収集
・マスコミ対応、住民対応
・水防活動（交通規制、排水）
・資機材調達

警戒本部設置

・避難所開設・運営
・災害時要援護者の避難誘導
・児童・生徒の安全対策

避難準備情報の決定

・避難勧告・指示の判断、決定
・避難勧告・指示の周知徹底
・救助、救急
・応急給水
・食料供給
・生活必需物資供給

・自衛隊派遣要請の判断
・他自治体職員の応援要請
・災害救助法の適用の判断

・避難準備情報の判断、決定
・避難準備情報の周知徹底
・通信手段の確保
・避難者名簿の作成
・医療救護本部設置の検討

土砂災害
警戒情報

・気象情報の監視

水防警報
（警戒または指示）

記録的
短時間

大雨情報

判断

判断

判断

情
報
収
集
・

分
析
等

２ 避難情報発令フロー



判断

首長職員

非常体制

災害対策本部設置

市 町 村

避難準備情報の準備

避難勧告・指示の決定

警戒体制

・参集
・気象情報、被害情報の収集
・マスコミ対応、住民対応
・水防活動（交通規制、排水）
・資機材調達

警戒本部設置

・避難所開設・運営
・災害時要援護者の避難誘導
・児童・生徒の安全対策

避難準備情報の決定

・避難勧告・指示の判断、決定
・避難勧告・指示の周知徹底
・救助、救急
・応急給水
・食料供給
・生活必需物資供給

・自衛隊派遣要請の判断
・他自治体職員の応援要請
・災害救助法の適用の判断

・避難準備情報の判断、決定
・避難準備情報の周知徹底
・通信手段の確保
・避難者名簿の作成
・医療救護本部設置の検討

・気象情報の監視

判断

判断

判断

情
報
収
集
・
分
析
等

【職員に求められる対応能力】

問題
意識

関係
機関
との
連携

○情報収集要領
・発災時、どこの

誰に連絡を取れ
ばいいか

○情報の理解・分析
・災害イメージ
・兆しの把握

○予測
・備えるべき内容
・事前対応

○現状の評価

○迅速行動

○首長のサポート

研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
反
映

サポート

サポート

サポート

サポート

災害対応能力の向上を目指す領域例（自治体職員）



• 地方公共団体の組織的な災害対応能力向上に向け、実施す
べき教育・訓練体系に基づく標準的なカリキュラム、効果的な
教育・訓練プログラム、基礎的な教材などについて整備する。

38

３. 平成23年度内閣府防災担当の取組

（１）研修・訓練カリキュラム
の設計

・地方公共団体が実施すべき
業務

例）災害対策基本法をはじめと
する各種防災関連法令
地域防災計画をはじめとする
各種防災計画

などに準拠

・実施すべき研修・訓練の内
容を整理・体系化

・組織の能力向上に向けた、
年間を通じて実施すべき研
修・訓練の基本カリキュラムを
設計

（２）研修・訓練プログラム
の設計・開発

・各種業務を確実に遂行する
上で必要となる知識・技能を習
得するためのカリキュラム

・効果的な研修・訓練プログラ
ムを設計・開発

（３）基礎的な教材の整備

・市町村の役割や、実施すべ
き業務の体系

・業務の内容、手順及びポイン
トを具体的に示した標準的な
教材を整備

・あわせて、災害対応を具体
的にイメージできるよう工夫
例）災害時の市町村等における対

応活動記録
職員の手記
災害エスノグラフィー（災害対応
職員の経験談の記録）



「訓練プログラム」と「研修テキスト」等の関連イメージ

非常体制

災害対策本部設置

市 町 村

避難準備情報の準備

避難勧告・指示の決定

警戒体制

対 応

・参集
・気象情報、被害情報の収集
・水防活動（交通規制、排水）
・マスコミ対応、住民対応
・資機材調達

警戒本部設置

・避難所開設
・災害時要援護者の避難誘導
・児童・生徒の安全対策

避難準備情報の決定

・避難勧告・指示の判断、決定
・避難勧告・指示の周知徹底
・救助、救急
・応急給水
・食料供給
・生活必需物資供給

・自衛隊派遣要請の判断
・他自治体職員の応援要請
・災害救助法の適用の判断

・避難準備情報の周知徹底
・通信手段の確保
・避難者名簿の作成
・医療救護本部設置の検討

・気象情報の監視

phase ２ 避難準備の呼びかけ段階

phase１ 自主避難の呼びかけ段階

phase ３ 避難の呼びかけ段階

訓練プログラム【討議方式】 講師用テキスト

研修テキスト（教材）

・訓練プログラムの利用方法
・訓練プログラムの進め方
・訓練の解説ポイント （どこでどんな間違いを
しやすいか、どう対処すればよいか）
・訓練補足資料
・訓練評価ポイント

訓練パッケージ

＜討議テーマ（例）＞
○市域で特に警戒すべき箇所はどこだと思いますか？

○この段階で被害状況を的確に把握するには、どのよ
うな対応が必要だと思いますか？

＜討議テーマ（例）＞

○いつ、どの範囲に避難準備情報を発表しますか？

○避難準備情報を周知徹底するために、どのように情
報を伝達しますか？

○避難準備情報に加えて、市としてはどのような追加
的な働きかけが必要だと思いますか？

○いつ、どの範囲に避難勧告あるいは指示を決定しま
すか？

○発令に備えて実施しておくべき事項は何ですか？

○市民から電話で「避難しようと思ったら道路が冠水し
ている。それでも避難勧告にしたがって避難した方がよ
いか？」という問いあわ瀬への対応は？

○自衛隊の災害派遣を要請しますか？

○他自治体職員の応援要請は必要ですか？

phase ４ その後の措置段階

・訓練実施計画 ・被害想定
・状況付与計画、付与カード
・訓練シナリオ ・訓練実施要領
・訓練関連マップ、図表 ・訓練評価シート

・研修テキスト
・ビデオ教材
・e - ラーニング（確認テスト）

○災害警戒本部・対策本部の設置
○職員の参集・動員配備
○情報収集・情報共有
○水防監視・警戒
○災害警備・交通規制
○広報
○問いあわせ窓口の設置・住民対応

○避難勧等の発令
○避難所開設・運営
○災害時要援護者支援
○児童・生徒の早期帰宅
○通信機能・電源の確保
○医療救護・搬送

○救助、救急
○応急給水
○食料供給
○生活必需物資供給

○応援要請・受け入れ
○自衛隊災害派遣要請・受け入れ
○災害救助法の適用申請

○同時多発で被害が発生する
情報の空白地域に特に注意

○パトロール、地元区長・消防団に連絡
→訓練の必要性
→パトロールのルート、手順

○時間帯を考慮

○気象等の見通し

○兆しの把握

○避難ルート、避難手段

○２階もしくは近くの２階以上の建物ヘの
退避や避難

○条件の明確化、手順の確認

○対策の先行性

○時間帯を考慮

○気象等の見通し

○兆しの把握

○避難ルート、避難手段
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① 研修機会の確保（防災担当職員を対象とした体系的な研修）

② 効果的・実践的な研修内容
・標準的な研修プログラムの策定
・対象者に応じた研修カリキュラムの編成やテキストの作成・整備
・イマジネーション能力、状況理解能力や判断行動能力を養成するための研

修・評価手法の開発

③ 人材育成に資する実践的な訓練（更なる普及）

④ 基本的な災害対策活動に関する研究
・過去の事例・教訓を踏まえた、体系化・標準化を目的とする研究

⑤ 防災力向上のための人事方策

・防災担当職員の人材育成策の推進及び育成された人材の活用方策等

４. 「防災に関する人材の育成・活用専門調査会」
（平成14年度）による提言（基本的考え方）



・専門調査会報告を踏まえ、各行政機関等において訓練及び研修の充実
を図ってきたところ。

・しかし、取り組みが十分になされていない部分もあり、特に以下の点につ
いて、具体的な改善もしくは推進方策を検討する必要がある。

– 研修や訓練の成果をどのように防災業務に反映するのかなどを
踏まえた戦略的・計画的な防災体制の整備

– 学校と地域が一体となった防災教育の取り組み及び支援

– 行政及び地域のステークホルダーが相互に協力・連携する場や機会
の提供

– 標準的な研修・訓練手法の開発、パッケージ化の提供

– 防災業務の処理手順の標準化や対応マニュアル等への反映

– 過去の災害事例や教訓等について体系的な知識の蓄積及び共有

– 研修講師や演習運営を支援する人材の情報の提供

– 実践的な訓練を行う手法に関するノウハウ等の相互共有

– 研修・訓練の素材・教材の共有

– 研究者と行政関係者との連携の促進
41

「防災に関する人材の育成・活用専門調査会」
による提言以降の検討課題



○ 地方公共団体における災害対応能力向上・人材育成の取

組みは十分とはいえないことから、国が取組をリードする必

要がある。

○ 災害対応能力向上の対象者は、災害対応に従事する自治

体職員や企業の社員、地域のリーダーなどをはじめ、学校の

先生や医療福祉関係者など災害時に要援護者の支援を担う

人なども含め、災害対応に従事することとなるあらゆる人（以

下、「災害対応職員等」という。）を基本とする。

42

基本的な考え方

５. 国として災害対応能力向上を図るための取組の方向①



災害対応能力の向上・人材育成に向けて

具体的施策の方向性

１ 経験知の蓄積・活用

２ 独自の防災学習の実施を支援するための研修・訓

練の標準プログラム等の整備

３ 災害対応職員等の学習のための場や環境の整備

ナショナル・トレーニングセンター（仮称）

４ サポート体制の整備

43

５. 国として災害対応能力向上を図るための取組の方向②
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災害対応に従事する者をはじめ、あらゆる人の災害対応能
力の向上を図るためには、防災教育の体系を明確にし、業務を
標準化する必要があるのではないか。

○ 災害対応職員等が、それぞれ学ぶべき事項、身に付けるべき能力を明らかに
し、 防災教育体系の明確化を図る。

対象 ・防災担当職員等災害対応のキーパーソン
・自治体、民間企業
・教育関係者、要援護者支援に従事する者 等

○ 災害対応にあたっては、関係する組織間の連携と対応の質の向上を目指すた
めに、業務の標準化を図る。

前提



１ 経験知の蓄積・活用

・災害対応職員等が防災を学ぶ上で、また、自ら
訓練・研修を行う上で、必要な知見や教材及び素
材について、社会的な共有財産として蓄積・管理
し、提供できるようにする必要があるのではない
か。

例）災害対応上使用した各種資料や災害対応記録など
の経験知や、災害対応職員等が実施した訓練等で使
用した各種資料等を蓄積・活用できるデータバンクの
整備
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具体的施策の方向性 ～災害対応能力の向上・人材育成を図るための多様な取組～

２ 独自の防災学習の実施を支援するため
の研修・訓練の標準プログラム等の整備

・災害対応職員等が、自ら防災に関して学習する
上での教材や、訓練する上で簡易に取り組むた
めの資料等を整備してはどうか。

例）標準的な学習用テキスト
研修・訓練の企画・運営のための指導テキスト
研修・訓練プログラム

などの整備

３ 災害対応職員等の学習のための場や環
境の整備

・災害対応職員等が防災に関して総合的に学ぶ
ための場や環境を確保する必要があるのではな
いか。

例）ナショナル・トレーニングセンター（仮称）等、国として
災害対応職員等を受け入れ学習する場の整備

４ サポート体制の整備

・災害対応職員等が企画及び実施する研修・訓
練へのサポート体制を確立する必要があるので
はないか。

例）災害対応の従事経験がある自治体職員、防災教育・
訓練の企画・実施経験を有する職員、都道府県及び
国等の災害対応部門担当者として専門性を有する者
等からなる人材ネットワーク等を形成
→災害対応あるいは防災学習を行う上で相談できる

サポート体制を確保


